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開催場所 委員室
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次 第

平成２７年第２回本庄市教育委員会定例会 議事日程

平成２７年２月１８日（水）

午後１時３０分開議 委員室

１．開 会

２．前回会議録の承認

３．会議議事録署名人の指名

４．委員長の選挙

５．議 事

（１）本庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（議

案第４号）

（２）本庄市塙保己一記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例（議案第５号）

（３）本庄市文化財施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（議案第６号）



（４）本庄市文化財保存事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示（議

案第７号）

（５）本庄市公民館長の任命について（議案第８号）

（６）本庄市社会教育指導員の任命について（議案第９号）

（７）平成２７年度学校給食運営計画について（議案第１０号）

（８）平成２６年度本庄市教育予算（３月）について（議案第１１号）

（９）平成２７年度本庄市教育予算について（議案第１２号）

（10）本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申について（議案第

１３号） ＜追加＞

６．報 告

（１）本庄市青少年問題協議会委員の委嘱について

（２）本庄市生涯学習推進会議委員の委嘱について

７．教育長の報告

８．その他

９．閉 会

配付資料

・「平成２７年第２回本庄市教育委員会定例会議案」

・「平成２７年第２回本庄市教育委員会定例会追加議案」

・「平成２７年第２回本庄市教育委員会定例会議案 新旧対照表」

・「平成２７年第２回本庄市教育委員会定例会議案関係法令」

・「本庄市青少年問題協議会委員の委嘱について」

・「本庄市生涯学習推進会議委員の委嘱について」

・「教育長の行動記録」

・「いじめに関する調査」

・「春のウォーキング教室」

主 管 課 教育総務課

会 議 の 経 過

境野委員長

職務代理者

本日は、お忙しいところ平成２７年第２回教育委員会定例会にお集まりい

ただきまして、ありがとうございます。富沢委員長の委員長任期が昨日の２

月１７日に満了し、現在のところ委員長が欠けておりますので、委員長職務

代理者である境野が議事日程４の「委員長の選挙」で委員長が決定するまで

の間、委員長の職務を代理させていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、平成２７年第２回本庄市教育委員会定例会を開会させていただ

きます。

傍聴人の入室許可について、本庄市教育委員会会議規則第１７条第１項の

委員長の許可により、傍聴人の入室を許可しましたので、報告いたします。

議事日程にしたがって進めて参ります。



前回会議録の承認をお願いします。

事 務 局 前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。

境野委員長

職務代理者

それでは、署名をお願いします。

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。

本日は、落合委員にお願いいたします。

次に、議事日程４の「委員長の選挙」へ入ります。

事務局から説明を求めます。

浅香教育総

務課長

委員長の任期については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１２条第２項によりまして、１年と規定されております。富沢委員長の任期

は、２月１７日で任期満了となりましたので、今定例会で新たに委員長を選

挙していただくことになります。

選挙の方法につきましては、本庄市教育委員会会議規則第２条第１項及び

第２項の規定によりまして、会議において無記名投票による選挙を行い、有

効投票の最多数を得た者をもって当選人とする方法と、委員の中に異議がな

いときは指名推薦による方法があります。指名推薦による場合は、被指名人

を当選人に定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者を

当選人とするものでございます。

まずは、選挙方法の決定から順にお願いします。

境野委員長

職務代理者

それでは、委員長の選挙を行います。

選挙の方法は、無記名投票による方法と指名推薦による方法がございます。

どちらを採用するのか、ご意見を伺いたいと思います。

落合委員 指名推薦による方法でお願いしたいと思います。

境野委員長

職務代理者

落合委員から指名推薦という意見がありましたが、他の委員さんはいかが

ですか。

≪なし≫

他に意見がございませんので、委員長選挙につきましては、指名推薦によ

ることで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫



ご異議ございませんので、委員長選挙は指名推薦によることに決定しまし

た。

それでは、被指名人の指名をお願いします。

落合委員 富沢委員を被指名人に推薦したいと思います。

境野委員長

職務代理者

他に意見はございませんか。

≪なし≫

他に意見がございませんので、富沢委員を被指名人と決定することにご異

議ございませんか。

≪異議なし≫

ご異議ございませんので、富沢委員を委員長指名推薦の被指名人に決定し

ました。

お諮りします。被指名人の富沢委員を委員長選挙の当選人として決定する

ことに、ご異議ございませんか。

≪一同異議なし≫

委員全員の同意をいただきましたので、富沢委員を委員長選挙の当選人に

決定することといたしました。

それでは、富沢委員に委員長就任のあいさつをお願いします。

富沢委員 昨年の２月１８日に委員長を拝命し、不慣れな中であって、無事に務める

ことができました。これもひとえに皆様のおかげであると感謝しております。

引き続いて、委員長ということですので、その信頼に応えるべく、わかりや

すい教育委員会を目指して進めて参りたいと思いますので、今後とも、ご指

導よろしくお願いいたします。

境野委員長

職務代理者

ありがとうございました。

ただ今、委員長が決定しましたので、富沢委員長に議事進行役をお願いし

たいと思います。



委 員 長 それでは、議事日程の５「議事」に入ります。

本日の付議事件は、議案送付時に配付しました議案第４号から議案第１２

号までの９件に加えて、本日、急遽、追加議案として「本庄市教育委員会管

内教職員の人事に関する内申について」１件をお手元に配付させていただき

ましたので、合計して議案１０件を審議することとなります。それらのうち、

議案第４号、議案第５号、議案第１１号及び議案第１２号の４件の審議につ

いては、平成２７年本庄市議会第１回定例会への提出案件であるため、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により

非公開としたいと思います。

これに、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

ご異議ございませんので、議案第４号、議案第５号、議案第１１号及び議

案第１２号の４件の審議については、非公開といたします。

また、議案第１３号「本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申に

ついて」の審議については、人事に関する案件のため、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により非公開としたい

と思います。

これに、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

ご異議ございませんので、議案第１３号の審議については、非公開といた

します。

なお、ただ今、非公開での審議を決定いたしました議案５件の審議につき

ましては、議事の進行上、日程８の「その他」が終了した後に、非公開会議

として、審議を進めたいと思います。

それでは、議案第６号について、事務局から説明を求めます。

川上文化財

保護課長

議案第６号本庄市文化財施設設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、本庄市立歴史民俗資料館及び本庄市競進社模範蚕

室の利用時間及び休館日を統一するため、ご提案申し上げるものでございま

す。

≪資料に基づき詳細を説明≫



委 員 長 ただいま議案第６号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござい

ませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第６号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第６号本庄市文化財施設設置及び管理に関す

る条例施行規則については、承認することに決定しました。

次に、議案第７号について、事務局から説明を求めます。

川上文化財

保護課長

議案第７号本庄市文化財保存事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示

について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、無形民俗文化財に対する補助金交付手続を明文化

するため、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げるものでございます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ただいま議案第７号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござい

ませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第７号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第７号本庄市文化財保存事業費補助金交付要

綱の一部を改正する告示については、承認することに決定しました。

次に、議案第８号について、事務局から説明を求めます。

上野生涯学

習課長

議案第８号本庄市公民館長の任命について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、平成２７年３月３１日に任期が終了する公民館長

について、社会教育法第２８条の規定に基づき新たに公民館長を任命したい



ので、ご提案申し上げるものでございます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ただいま議案第８号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござい

ませんか。

落合委員 公募要項の内容を説明ください。

上野生涯学

習課長

２館の館長を非常勤の特別職として、公募要項を作成して、公募を行って

おります。その内容は、普通自動車免許の取得などの資格条件を付与してお

ります。

落合委員 応募条件として、着任時の年齢制限はあるのですか。

上野生涯学

習課長

応募の段階で６５歳までの方を募集しております。したがって、任期途中

で６５歳に到達する方もおります。

委 員 長 ほかに、ご質疑は、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第８号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第８号本庄市公民館長の任命については、承

認することに決定しました。

次に、議案第９号について、事務局から説明を求めます。

上野生涯学

習課長

議案第９号本庄市社会教育指導員の任命について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、平成２７年３月３１日に任期が終了する社会教育

指導員について、本庄市社会教育指導員設置に関する規則第５条の規定に基

づき新たに社会教育指導員を任命したいので、ご提案申し上げるものでござ

います。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ただいま議案第９号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござい

ませんか。

岡崎委員 社会教育指導員は、現在、何名いるのですか？

上野生涯学 現在のところ、議案第９号で提案している２名の社会教育指導員がおりま



習課長 す。

落合委員 再任は、妨げないとありますが、何回まで再任はできるのですか。

上野生涯学

習課長

再任を規制する規定は、ありませんので、制限はありません。両名は、８

期目と３期目になります。

落合委員 任期が１年なので、両名が一緒に退任してしまうと業務に支障が生ずるお

それがあります。一方で、この２人体勢の中で社会教育指導員をどのように

活性化していくのかといった課題がありますので、市民に納得してもらえる

ように、今後、検討されていかなければならないと思います。意見として申

し上げておきます。

委 員 長 ほかに、ご質疑は、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第９号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第９号本庄市社会教育指導員の任命について

は、承認することに決定しました。

次に、議案第１０号について、事務局から説明を求めます。

浅香教育総

務課長

議案第１０号平成２７年度学校給食運営計画について、ご説明申し上げま

す。

本議案につきましては、児玉地域小中学校の学校給食における重点的な取

り組み、年間給食日数、給食提供期間及び年額給食費等を定めるため、ご提

案申し上げるものでございます。

≪資料に基づき詳細を説明≫



委 員 長 ただいま議案第１０号について、ご説明いただきました。ご質疑は、ござ

いませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第１０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。

≪異議なし≫

異議がありませんので、議案第１０号平成２７年度学校給食運営計画につ

いては、承認することに決定しました。

次に、議事日程６の「報告」へ移ります。

まず、本庄市青少年問題協議会委員の委嘱について、事務局から説明を求

めます。

上野生涯学

習課長

本庄市青少年問題協議会委員の委嘱について、ご報告申し上げます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 次に、本庄市生涯学習推進会議委員の委嘱について、事務局から説明を求

めます。

上野生涯学

習課長

本庄市生涯学習推進会議委員の委嘱について、ご報告申し上げます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 次に、議事日程７の「教育長の報告」へ移ります。

教 育 長 行動記録を読み上げて、報告とさせていただきます。

（別紙により概要を説明）

委 員 長 次に、議事日程８の「その他」に入ります。

浅香教育総

務課長

教育委員による学校訪問についてですが、明後日の２０日が最後の２校に

なります。学校現場と有意義な意見交換ができていると思います。訪問され

ていない学校の資料をお手元にそれぞれ配付させていただきました。

小林学校教

育課長

児童生徒の交通事故についてですが、中学生が自転車で青信号を確認した

上で横断歩道を渡っていた時に、右折で進行してきた自動車に接触したとい

った事故がありました。生徒は、その接触によって道路の植込みに飛ばされ

たとのことで、幸い軽症で済んだとのことです。もう一件は、手押し信号の



横断歩道を青信号で横断中に、信号無視で走行してきた自動車に接触しそう

になったとの報告がありました。昨日、教頭会がありましたので、全校に事

故防止の指導をしました。さらに、自転車で走行していた中学生がお年寄り

と接触して、そのお年寄りが骨折したといった事故がありました。その後の

詳細情報が入っていませんので、詳しいことが分かっておりませんが、この

件についても教頭会において報告し、指導しております。

インフルエンザの状況についてですが、今日現在で学級閉鎖は小中学校で

ゼロの状況です。

お手元に配付しました資料により、いじめに関する調査について、ご説明

申し上げます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

海沢体育課

長

お手元に配付しました資料により、春のウォーキング教室ついて、ご説明

申し上げます。

≪資料に基づき詳細を説明≫

委 員 長 ほかに、何かございますか。

≪なし≫

それでは、次回の定例会の日程を決めさせていただきたいと思います。平

成２７年第３回定例会を３月２７日（金）午後２時３０分から、場所は委員

室とさせていただきます。

これで、公開での会議を終了します。

これより、非公開により会議を進めますので、傍聴人の退室をお願いしま

す。

＜傍聴人の退室＞

[ 非公開 ]

議案第 ４ 号 本庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

議案第 ５ 号 本庄市塙保己一記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

議案第１１号 平成２６年度本庄市教育予算補正（３月）について

議案第１２号 平成２７年度本庄市教育予算について

議案第１３号 本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申について



委 員 長 以上で第２回定例会を閉会させていただきます。


